
2020年3月発行

ク ク 議6自
宅食

編集・発行／編集委員会（事務局／江戸川区住宅課耐震化促進係〉

初め乞ぬ理事会審-C:（；）準備と管理会社と（；）付き合い方

輸奮制理事に毛主っZやるべきこと けれど、きっかけがなく話をしたことがない方が実

平成 30 年度のマンション総合調査では、理事の は同世代だったり、出皐地が同じと分かつて意気投

任期が一年という管理組合が57%と一番多く、全

員同時期に改選というところは 62.3%になってい

ます。 つまり、一年間で全員の理事が入れ替わると

ころが多いということです。 慣れた頃には交代の引

き継ぎが行われ、時聞が足りなかっだと感じるのが

現状のようです。

例えば、平日は朝から夜まで仕事が忙しい生活を

送っていて、今まで総会の委任状は書いた記憶はあ

るけれど、一度ち出席したことがない人に輪番制の

理事が回ってきた揚合、多くの人力t重い気持ちにな

るのではないでしょうか。

「何とか逃れられないか？」と、いろいろ理由を

探しでも男つからなくて、取りあえず、 1 年間だけ

理事会でただ座っていればいいと考える万ちいる

と思います。 やむを得す輪番理事を引き受けた方へ

のアドバイスとしては「自分のマンションに興昧を

持つ」 「自分たちの住環境を今以上に良くしよう」

「この際だから一年間理事を楽しもう」と思うよう

にしてみてはいかがでしょうか。

ある管理組合では、新旧理事交代時に引継ぎを兼

ねて懇親会を開催したところ、以前から住んでいだ
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理事会開催までにやるべきことは、三つあります。

① 管理規約を読んで理解できないところに印をつ

けます。 印のついている部分を自分で調べて分

からなければ、先輩理事または管理会社のフロ

ントマン（担当者） に聞きましょう。

② マンションの共用部はどのようになっているの

か、どんな設備があるのか、実際に見て回るこ

とです。 フロントマンや管理員等にお願いして、

他の理事候補者といっレょに巡回するといいで

しょう。その際、設備を維持するためのメンテ

ナンスはどうしているかなどを、確認して見回

りましょう。
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③ 事業計画・予算と長期修繕計画の内容を確認し

ます。 計画立案の経緯や前年度までの活動状況

を先輩理事等に確認します。そして、今までに

問題になったことや、その対処方法なども聞い

ておきましょう。 分らないことは先輩理事の方

などに出来るだけ質問しておき、それでも分か

らない揚合は過去の総会・理事会議事録に目を

通すと良いでしょう。

管理会祉とぬ付き合い方

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

（マンション管理の適正化法〉で、管理の主体は管

理組合であり、その運営は区分所有者等の全員が関

／~＼を持って参加し、意男が反映出来るように情報の

開示、運営の透明化等、聞かれた民主的なものとす

る必要があると規定されています。

理事としての自覚がない万ばかりが集まった揚

合は、管理会社主体の理事会になってしまうことが

多くあります。

そのような理事会では、理事会の日程を決める時

にフロントマンの都合が優先されてしまいます。 点

模作業による指摘に対する改善案が複数ある揚合

でち、一案だけの提案で選択肢はやるか否かだけに

なってレまい、解決策を比べることち出来ません。

そちそち知識が乏しいため議論することも出来な

いので、伺か引っ掛かる思いがあっても管理会社の

提案通りに進めているという状態になります。

特に給排水の設備だと「いつ断水するか分からな

い状態です」「事故が発生した揚合、責任問題にな

りますよ」というセリフを聞くと、結論は一つ「お

願いします」となります。

管理会社が点検作業を実施し、その結果指摘事項

があった揚合、理事会で現場写真と見積ちりを提示

して、フロントマンが説明する風景はどこでも男か

けることです。

これは、下記の規定に基づき行っているものです。

マンション標準管理委託契約書の別表 1

事務管理業務

2基幹事務以外の事務管理業務

(3）その他①各種点検、検査等に基づく助言等管理

対象部分に係る各種の点検、検査等の結果を甲

（管理組合〉に報告するとともに、改善等の必

要のある事項については、具体的な方策を甲に

朗言する。 この報告及び朗言は、書面をもって

廿つ。

管理委託契約上、管理は頼んでいても、工事につ

いては契約に入っていませんので、理事会で管理会

社から提案を受けてち緊急を要しない工事の揚合

は、その揚で即決する！必要はありません。

「工事に関しては管理会社ち業者の一つ」と考え

て、自分だちでち他社に男積ちりを取って比べてみ

ましょう。

例えば、管理会社から二社の見積ちりが提出され

ている揚合は、それを比べても提出前に調整されて

いる司能性があり、競争という観点だけからみると

意味のないことだと考えてください。

r 内

ここで、管理会社とうまく距離を取り、ほど良い

緊張感を維持している管理組合を紹介しましょう。

その管理組合は、管理会社と全部委託の契約をし

ていますが、毎月の理事会の冒頭に「管理会社の評

価」を実施しています。その際、フロントマンには

一時離席してもらい、理事会役員とマンション管理

土で、前回の理事会から本日まで問題はなかったか

フ
←

考えられる問題の解決方法はどうだったのか、点検

や清掃の実施があった揚合の対応はどうだったか

居住者の要望やクレームは無かったかを話し合い

改善する必要があった揚合は、理事長が意見をまと

めてフロントマンに申し入れ、社内調整が必要な事

項などは一度会社に持ち帰って、検討後に改めて回

答をもらうことにしています。

この管理組合では、工事に関してち金額の大きな

ものは複数の業者から見積もりを取り、比較検討を

して決定しています。もちろん、決定するまではそ
の議案の会議にフロントマンは参加できません。

そして管理委託契約書に規定を追加して、見積ち

りにより管理会社以外のところに発注した揚合で

ち、専有部に入る工事では、その業者と区分所有者

の聞でトラブルが発生した揚合は、管理会社が責任

を持って調整できるようにしています。

このような管理組合ちありますので、ご自身のマ

ンションのご参考になさってみてください。

管理会社のフロントマンは、自社が推奨する工事

を数多くのマンションで説明して、なおかつ実施し

てきた実績がありますので、自信を持ってこの方法

この位の価格は当然ですと、理事会に提案して説明

することもあります。 しかし、協力会社等が遣う別

の管理会社では、同様の工事でち方法・価格が異な

る揚合がありますので検討が必要です。

理事が自分たちで決定・実施したことにより、組

合員に説明して承認を得ることが必須であるとい

う自覚を持つことです。 そして、自分たちで情報収

集する努力や、マンション管理士等の外部の専門家

を活用することで、適正価格での施工につなげるこ

とが期待できると思います。

「マンションの管理は頼んでいるが工事までは

契約していなし1」という考え方で、理事の一人ひと

りが情報を持ち寄って、自分たちのマンションに一

番合う方法を理事会で議論して、管理会社とち緊張

感の保てる距離で位き合うことがベストです。

管理費と修繕積立金

マンションを所有すると、毎月口座から管理費と く維持費用＞

修繕積立金が引き落とされるのが一般的です。 ① 租税公課

支払い総額は記憶していても、それぞれの明細を ② 共用部分等に係る火災保験料、地震保険料その

把握している人は少なく、その金額が適正なのか理

解している人は、さらに少ないと思います。

管理費と修繕積立金は専有部分の面積で算出さ

れているのが一般的ですが、遣いはなんでしょう。

管理費

管理費は、建物の大きさや設備、管理会社との委

託契約の内容によってマンションごとに異なりま

す。 標準管理規約第 27 条では使途を次のように定

めています。

く管理会社・専門業者への費用＞

① 管理員人件費

他の損害保隙料

③ 経常的な補修費

④ 清掃費、消毒費及びごみ処理費

⑤ 第 32 条に定める業務に要する費用

く管理組合運営費用＞

① 備晶費、通信費その他の事務費

② 専門的知識を有する者の活用に要する費用

③ 管理組合の運営に要する費用

最近は、築年数により異なりますが、保険料の大

幅な引き上げや最倍賃金改定による人件費の上昇

に伴う委託業務費の値上げにより、管理費を見直さ

なければならないところも増えてきています。

修繕積立金

修繕積立金は建物の躯体、工ントランスホール、

② 共用設備の保守維持費及び運転費・委託業務費 エレベーター、給排水設備や消防設備の修繕に充て
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られる費用です。

標準管理規約の第 28 条には、使途が定められてい

てそれ以外に充てることが出来ないようになって

います。

一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕（長期修

繕計画〉以外に改修工事を提案する揚合は、その財

源ち示して、総会議案を上程する必要があります。

2011 年 4 月に国土交通省が「マンションの修

繕積立金に関するガイドライン」を発表しました。

その中で専有床面積当たりの修繕積立額の目安を

階数と延床面積で分けて示じたのが【図 1 ）の表です。

この目安は、均等積立方式で積立てることが前提

になっています。 築 10 年、 20 年と経過した時点

で改定する揚合は、金額が上昇することが多いと思

います。

機械式駐車場がある揚合は、さらに台数分を加算

するようになっているのが【図 2】の表です。

修繕積立金は、計画期間中は同じ金額で積立て

る「均等積立方式」と、 3 年毎、 5 年毎と段階的に

値上げしていく「段階増額方式」と不足時に不足額

を徴収する「一時金徴収方式」で集められます。

【図 1 】修繕積立金の額の目安

大きな駐車場があったり、屋上などに設置した看

板やアンテナからの賓料収入（課税対象〉があるマ

ンションでは、徴収金額を倍く設定しているところ

もあります。 従来のように各戸からの徴収だけに頼

らす、管理組合ち積極的に立地条件や敷地を利用し

て収入源を増やし、課税後の残金を修繕積立金に組

み入れることち考える時代になって来たと忠いま

す。

長期修繕計画と防

一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕につい

て、あらかじめ項目・周期や必要となる概算費用を

定めて、合意しておくことで適切な修繕工事が行わ

れることを目的に作成されだ計画書です。新築マン

ションは 30 年間、既葎マンションは 25 年間の期

間で、概ね 5 年ごとに男直しをします。その時点で、

計画修繕工事の内容、時期、費用等を確定するちの

ではなく、実施予定時に診断や点検により工事を実

施するのか見送るのかを横討して、総会で京認を得

ることが一般的です。 そして、この計画を基に修繕

積立金の金額が決められていきます。

詳しいことは、国土交通省のホームページから

「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」

がダウンロードできますのでご参照ください。

URL https://www.mlit.gojp/report/press/ 

House06_hh_000061.html 

階数／建築延床面積 平均値 目安の幅

5,000叶未満 218円／m · 月 165～250円／m· 月

15階未満 5,000 ~ 10.ooom 202円／m · 月 140～265円／m· 月

10000m以上 178円／m· 月 135～220円／m· 月

20階以上 206円／m· 月 170～245円／m ・月

【図2】機械式駐車場がある揚合の加算額の目安

機械式駐車場の種類
機械式駐車揚の修繕工事費

(1 台の月額〉

2段（ピット1 段〉 昇降式 7,085円／台・月

3段（ピット2段）昇降式 6,040円／台・月

3段 （ピット 1 段）昇降横行式 8,540円／台・月

4段（ピット2段） 昇降横行式 14,165円／台・月
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災害と保除

重多発電’る自然災害
司F気象庁によ抗ば、日本の平均気温は、 様々な変動
を繰り返しながら上昇しており、長期的には 100

年辺り 1.21 ℃の割合で上昇していますし、特に

1990 年代以降、高温となる年が頻出しています。

【日本の年平均気温偏差】
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これら地球温暖化と言える現象の進行に伴って

大雨や短時間に降る強い雨の頻度は更に増加する

幸いにして、江戸川区では沼川の氾濫は無かった

ちのの、区内で 3,000 人強の人々が最寄りの避難

所に退避しました。 このように大雨や防風等により

人的被害や住宅被害、電気・水道・道路・鉄道施設

等のライフラインへの被害が多発レました。

マンションち、江戸川区の各所で、ベランダの隔

て板、駐車揚・駐輪揚の屋根や排水管の詰りによる

雨水の部屋内浸水などの被害が出ています。

4いざといろ暗に備えZ
司F今後、このような災害に苅しては、保瞭や共済に
加入するという事前の備えが重要です。 既に加入し

ている管理組合ち補償苅象・内容が十分か見直す必

要があると考えます。

マンションなどの区分所有建物は、各区分所有者

（入居者）の単独所有となる専有部分（室内、間仕

切り壁など〉と、区分所有者全員の共有となる共用

部分（玄関ホール、廊下、外壁など〉から構成され

ています。

この所有形態に苅応して、区分所有建物に対する

火災保隙の契約方法として、次の 3 つの万式が考え

られます。

1 ）個別付保方式〈専有部分のみ〉

区分所有者が専有部分のみに対して火災保隙を契

約する方式です。

と予測されており、台風や豪雨による風水害・土砂 2）個別付保方式（専有部分＋共用部分の共有持分〉

災害発生リスクが高まっています。

そして、昨年ち、台風 15 号、台風 19 号の接近・

通過に伴い、広い範囲で大雨、防風、高波、高潮に

なりました。 多くの地点で、降水量の観測史上上位

の値を更新する等の記録的な大雨になり、 風につい

ては、江戸川区臨海で最大瞬間風速 43.8m となり

関東各地で最大瞬間風速 40m を越えました。

千葉県南部では風雨により、屋根が損傷したりゴ

ルフ練習場の鉄骨が倒れて住宅が損壊したり、倒木

区分所有者が専有部分とあわせて、共用部分のうち

自己の共有持分に対して火災保険を契約する方式

です。

3）共用部分一括伺保方式

マンション管理組合が契約者となって、共用部分の

財物全体を補償の対象とする火災保肢を契約する

方式です。

による電柱が倒れて長期間停電に陥りました。 大雨 が最も多いと考えます。 即ち、専有部分については

上記の方式のうち、 1 ）と 3）による組み合わせ

による沼川の氾濫で世田谷区や川崎市で被害が出

ています。

各区分所有者が個別に契約し、共用部分については

マンション管理組合で一括して契約する方式です。
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この方式であれば契約漏れがなく、共用部分に災

害を被った時にち修復費用の負担を，e.i，配すること

なく、保陳金での復旧が司能となります。

上記の 2）による付保方式では区分所有者任せに

なる疋め、火災保険を契約していても補償内容が不

十分であつだり、未契約者が発生したりもします。

また、事故が発生した際不十分な保険手当てしか

行っていない区分所有者がいる揚合にはトラブル

ち予想されますので、注意が必要です。

~＊－保険科跡 2019 年に観ezozo 年事値土w，、
司F損害保険各社で組織する損害保険料率算出機構

は、 2019 年 10 月 30 日損害保隙会社が火災保肢

の保験料の設定する時の基準となる「参考純率」を

平均 4.9%引き上げたと発表しました。

実は、損害保険料率算出機構は、昨年 2018 年

ち「参考純率」を平均 5.5%引き上げました。

その結果、 2019 年 10 月に大手損害保際会社4

社の火災保険の大幅な値上げが行われたばかりで

す。

「参考純率」と「火災保験料」は、どうつながっ

ているのでしょうか。

火災保険の保験料は、参考純率が実際の値上げ幅

となるわけではなく、損害保険会社各社が参考純率

をちとに、実際の保険料の改定率を決める、という

仕組みになっています。

2018 年、 2019 年と2年連続の参考純率引き

上げを受け、 2020 年にち複数の損害保陵会社が、

住宅向けの火災保険料を値上げする予定です。

下記の図は、過去の地震を除く年毎の自然災害に

支払った保険金の額を図にしたものです。

2018 年度は、園内自然災害に伴う大手損保の保

隙金支払額が、東日本大震災時を上回り過去最大と

なり、業界全体で 1 兆 5,000 億円を上回る保隙金

が支払われました。

2018 年6月の参考純率の引き上げ幅は 5.5%

で、それを受け、大手損保は保険料を 2019 年 10

月に値上げを実施しました。

実は、この値上げには、 2018 年 7 月西日本豪

雨、 2018 年 9 月台風 21 号、 2018 年 10 月台

風 24 号などは反映されていませんでした。
2020 年の値上げは、この 2018 年の保際金支

払い実績などを加昧して実施されるものです。

ちなみに、 2019 年には台風 15 号、台風 19 号

と大きな水害が発生しました。 2019 年ち保隙金支

払いが2兆円を超えると見込まれます。

一方、損害保隙料率算出機構は今回の参考純率引

き上げと同時に新たな割引制度である「築浅割引」

の導入ち発表しました。

「築浅割引」とは

火災保隙で補償される損害の中でも、水濡れ損害

については、建物の老朽化の影響を受けることも多

いです。 つまり、築年数の浅い建物の方が損害リス

クは小さい傾向にあります。

「築浅劃引」とは、築 10 年未満の建物に対して

保隙料を劃り引く制度です。

築浅割引の割引率

築5年未満 | 平均28%割引

築5年以上10年未満 | 平均20%割引
※割引率は契約条件（保際会社・都道府県・構造な

ど〉によって異なります。

（億円）
16,000 主な風水災等による年度別保険金支払額の推移 H包5,695

鎗円

12,000 

8000 

4,000 

0 ！ 圃歯主主圃圃主主園面 2舘 .. 属国置 （年度｝
2011 2012 2013 2014 2015 2016 201 ア 2018

台風15号 2月雷書 台風15号 台風21 号 台風21 号 1 兆678億円

1,123億円 3,224億円 1,642億円 1,217億円 台風24号 3,061 億円

7月夜爾 1,956億円

出典： 損害保瞭料率算出機構
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火災保険の参考純率改定率の倒

次に、参考純率がどのように改定されたのか、「平

均 4.9%引き上げ」の内訳を見ていきます。

保険金額が建物 2,000 万円、家財 1 ,000 万円

の揚合の建物構造別の改定率は事項の通りです。

※建物構造の種類

M構造：マンション等鉄筋コンクリー卜造等の共

同住宅

T構造 ： 耐火住宅等 鉄骨造等の耐火構造などの建物

H構造 ： 木造住宅等 M、 T構造以外の建物

全ての築年数の平均

\ M僑造 T構造 H構造

都道府県 改定率 都道府県 改定率 都道府県 改定率

東京都 + 1.4% 東京都 + 4.9% 東京都 + 0.1% 
三 大

大阪府 + 8.9% 大阪府 + 16.6% 大阪府 + 14.9% 都市圏
愛知県 + 4.2% 愛知県 + 11.0% 愛知県 + 10.9% 

最大 熊本県 + 24.1% 宮崎県 + 24.7% 熊本県 + 31.3% 
最小 静岡県 .A. 3.8% 福岡県 』h 6.8% 福岡県 企 15.9%

築5年未満

\ M構造 T構造 H僑造

都道府県 改定率 都道府県 改定率 都道府県 改定率

東京都 .A. 18.1% 東京都 .A. 8.7% 東京都 企 1 3.2%
三 大

大阪府 企 13.1 % 大阪府 + 0.1% 大阪府 企 2.0%都市圏
愛知県 企 1 7.6% 愛知県 .A. 3.4% 愛知県 .A. 4.2% 

最大 熊本県 + 1.4% 宮崎県 十 10.2% 熊本県 + 10.1% 
最小 静岡県 企 23.4% 福岡県 .A. 19.2% 福岡県 .A. 29.4% 

築10年以上

卜＼ M構造 T構造 H有毒造

都道府県 改定率 都道府県 改定率 都道府県 改定率

東京都 + 6.3% 東京都 + 9.6% 東京都 + 1.9% 
三大

大阪府 + 14.1% 大阪府 + 21.7% 大阪府 + 17.3% 都市圏
愛知県 + 9.2% 愛知県 + 18.1% 愛知県 + 15.4% 

最大 熊本県 + 30.3% 宮崎県 + 34.1% 熊本県 + 35.0% 
最小 静岡県 + 0.8% 福岡県 企 0.8% 福岡県 .A. 13.9% 

※出典・損害保験料率算出機構

損害保隙会社が保隙料の決定する際には、参考純

率だけでなく、損害保陵会社の個別の状況（事業運

営の経費、経営状況、価格戦略〉ち踏まえた総合的

な判断を行います。

これは、あくまで推測にすぎませんが、 2018 年

6 月 15 日の参考純率の引き上げ以降、及び 2019

年 10 月 30 日の参考純率の引き上げ前後ち水害が

多発し、保険金支払いが急増しているという状況が

影響していますので、 2020 年では更なる値上げが

見込まれます。

火災保瞭値上げ前に見直レ、

長期割引で保蹟節約？！

火災保険の値上げ前に一度火災保険の見直しを

するとよいと思います。

特に、江戸川区の揚合、水害に苅する補償がある

かどうか、一度確認した方がいいと考えます。

また、値上げ前に長期契約の火災保険に加入する

と、長期割引が適用され、保険料負担を軽減できる

ことがあります。（保険会社・都道府県・建物構造・

築年数・補償内容によって異なります。〉

特に、 1 年更新などの短期の火災保険に加入中の

所は、値上げ前に長期契約に切り替えることで保隙

料負担を軽減できることがあります。

火災保隙の比較検討・見直しした方が良いケース

以上から、下記のケースに当てはまる所は一度火

災保践の比較検討・見直しをした方がよいと考えま

す。

① 1 年更新の火災保隙に入っている

②長期契約の火災保険に入っているが、更新が近い

③加入中の火災保険に入る時に比較せずに加入を

決めた

このように、参考純率の改定率は、都道府県や建 ④水災の補償がついていない

物の構造により異なります。 ⑤水災の補償がついているかどうか分からない

築5年未満の建物など、一部値下げとなることも

ありますが、値上げとなる揚合が多く見られます。 4最後に

司F黄山見邑じ差行うことで、マンションに掛る保隙
実際の火災保隙料はどうなる？ 料の合理的な支払いが見込めます。

参考純率引き上げを受け、 2020年中に複数の損

害保険会社が住宅向け火災保険料の値上げ（一部値

下げ）を実施します。

管理組合の役員は区分所有者と十分に意見交換を

行いながら、保険の見直しを行うよう推奨します。

-7-



J e,）＼＼区か60
v お知らせ

下記のお問い合わせ先・申込先：都市開発部住宅課耐震化促進係

電話03-5662-6389

『マンショシ管理状況届出制庖」が開始し号告す

・届出開始日 令和2年4月 1 日

・届出の苅象となるマンション 昭和58年以前に新築された6戸以上の分譲マンション 去直
・届出方法

・インターネットで行う揚合－・ ・郵送される ID とパスワードにより届出システムにアクセスして入力します0

・郵送又は持参する揚合一・郵送される届出書に記入の上、耐震化促進係に郵送又は窓口に持参してください0

・問合せ先

・届出書の記載方法 分譲マンション総合相談窓口 電話03-6427-4900

・制度に関すること 東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課 電話03-5320-5004

・郵送文は持参する揚合の届出先

干 132-8501 東京都江戸川区中央 1 4-1 住宅課耐震化促進係

区役所北棟2階 電話03-5662-6389

※届出の対象となるマンションについては、東京都から届出用紙や制度のご案内をお送り します。 届出等の内
容の詳細は、 「東京都マンションポータルサイト」で検索の上、 HP をご覧ください。

江戸川区肉マンション爽続支援
専門家i院選制康

区内の複数の管理組合等が、合同で実施する勉強

会・交流会等に講師として専門家を招く揚合、区が

講師謝礼をお支払いします。

・申請の手続き

代表者を決めて、開催日の 3 週間前までに派遣申請

書を提出レてください。

・費用負担

1 名 1 時間につき3万円を限度とレます。

（講師の資格により費用が異なります。〉

・実績報告

講師派遣を受けだ申請者は、講師と連名で講師派遣

後7日以内に実績報告書を区に提出してください。

マンション管理士に~る
無開祖議会

分譲マンション管理組合の運営に関係する様々

なご相談に応じます。

・相談日時

毎月第4土曜日

1 3時～ 1 6時 （受｛寸は 1 5時まで〉

・相談揚所

グリーンパレス2F 相談室

（グリーンパレスへの問い合わせはご遠慮ください。）

・定員

3 組

（予約優先・当日受付司〉

※3営業日前までに

ご予約ください。

。．・・. ご意見をお寄せください φ・・・・ ・・・・ こちらもご覧ください φ．．．。

住宅課耐震化促進係 TEL 03-5662-6389 江戸川区ホームページより検索できます

FAX 03-5662 ー 1 1 1 a I 分譲マンションの維倒 IL!!_J 
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